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1.は じめに

原告の寺崎昭博です。

私か らは私 と私の家族の販売店経営における「押 し紙」について述ベ

させていただきます。

2.押 し紙を抱えていった経緯

私たち家族の佐賀新聞吉野ヶ里販売店は、私の父が昭和 56年 に販売

店を始めた直後か ら、当初の被告の説明 とは異な り、 100部 程度の不

必要な新聞を抱えて しまいました。

父は、その 100部 の仕入れを止めるよ う被告 と交渉 しま したが、受

け入れてもらえず、その 100部 が 「押 し紙」として存在 しま した。父

と母は寝る間を惜 しんで働 き、過酷な被告のノルマ も地の利を生か して

乗 り切 り、「押 し紙」を解消 しま した。

こうした、長年の過酷な労働が祟ったのか、父は平成 9年 に佐賀新聞

社販売局の送別会の席で倒れ、急逝 しま した。

その後、母が 「私が販売店主になること」を条件に経営を引き継 ぎま

すが、母 と私だけでは思 うように読者を増やす ことも難 しく、少 しずつ



「押 し紙」が増えていきました。「オ甲し紙」の不条理を担当に訴えると、

返って くるのは 「努力が見 られない。 このままでは販売店を虐、子 (私 )

に継がせ られない。」とい うさらなる「押 し紙」を強要するもので した。

3.容 易には押 し紙を解消できなかったこと

平成 21年 に、私が、販売店主になつた時も、被告は 「負の財産 も財

産だか ら引き継 ぐよ うに」と弓1継 ぎの条件 として、「押 し紙」を切ること

はあ りませんで した。私は、平成 23年 の契約更新の場で、窮状を訴え、

その後、被告に 「押 し紙」を無 くす ように求めま した。 しか し、被告の

返事は 「君の所だけ切 るわけにはいかない。他の店 も苦 しいのだ。」「全

部 (「押 し紙」を)無 くせば、新聞社が潰れて しま う。」 とい うもので し

た。それか らは事あるごとに 「押 し紙」政策を止めるよう求めたのです

が、返つて くるのは判を押 したように同 じ言葉で した。

4.押 し紙の被害 とは

私はどこかで「販売店をやめる」もしくは「押 し紙に立ち向かい戦 う」

とい う選択 をす る必要があつたのかもしれません。 しか し、実際には、

どんな悪天候で も休 まず働いて くれ る従業員の生活や両親が身命を賭

して築き上げた販売店、私を信頼 して購読 してくだ さっているお客様の

事を考えると決断できませんで した。

「押 し紙」は、販売店主の心 も蝕んでいきます。 自分の受け持つ地域

のお客様に有益な情報を届け、地域でのコミュニケーシ ョンを増や し、

地域に笑顔を増や していきたい。そんな思いで店主は経営を しているの

に、一方で毎 日無残に捨て られ る 「押 し紙」と折込広告をみて、広告主

に対する後ろめたい気持 ちが どん どん膨れ上が り、心の中に闇が広がっ

ていくのです。



5。 さいごに

最後にな りますが、私 と私の家族は
「押 し紙」で苦 しみ続けてきま し

た。

どうか、私 と私の家族を救って くだ さい。もうこれ以上同 じような思

いをほかの人に して欲 しくあ りません。

そ して、佐賀新聞が押 し紙を行わない
「正常な新聞社」に戻れるよう

に救ってあげて ください。

裁判官のみなさま、 どうか素晴 らしきご英断をお願い します。

以上


